
継
体
天
皇
の
系
譜
に
つ
い
て

ー
釈
日
本
紀
所
引
上
宮
記
逸
文
の
研
究
ー

黛

弘

道

継体天皇の系譜について

は
し
が
き

　
ト
部
兼
方
著
わ
す
と
こ
ろ
の
釈
日
本
紀
は
そ
の
豊
富
な
内
容
で
研
究
者

を
魅
き
付
け
る
。
い
ま
こ
こ
に
問
題
と
す
る
上
宮
記
逸
文
も
そ
の
例
に
も

れ
な
い
。
こ
れ
は
他
に
傍
証
の
な
い
部
分
を
含
ん
で
考
証
が
困
難
で
あ
る

が
、
一
見
し
て
古
色
蒼
然
、
非
常
に
古
い
時
代
の
制
作
と
感
じ
ら
れ
る
。

し
か
る
に
近
来
、
こ
れ
を
以
て
、
記
紀
の
欠
を
補
う
た
め
に
後
世
造
作
し

た
も
の
と
し
て
、
こ
れ
を
疑
う
説
が
流
行
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

ま
だ
誰
も
こ
れ
に
つ
い
て
本
格
的
な
本
文
批
判
的
研
究
を
や
っ
て
い
な
い

の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
議
論
は
ま
ず
厳
密
な
本
文
批
判
の
上
に
立
っ
て
行

な
わ
る
べ
き
こ
と
は
古
代
史
研
究
の
イ
ロ
ハ
で
あ
る
筈
な
の
に
、
こ
れ
が

等
閑
に
付
さ
れ
て
来
た
の
は
意
外
で
あ
る
。

　
い
ま
こ
こ
に
拙
な
い
研
究
を
敢
て
発
表
す
る
の
も
、
右
の
よ
う
な
現
状

に
対
す
る
反
省
の
資
と
し
た
い
が
た
め
で
あ
り
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、

広
く
歴
史
家
、
国
語
学
老
が
七
の
問
題
に
つ
い
て
発
言
さ
れ
ん
こ
と
を
期

待
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
　
本
文
校
定
と
そ
の
訓
み

　
ま
ず
釈
日
本
紀
か
ら
上
宮
記
逸
文
を
紹
介
し
よ
う
。
こ
の
場
合
、
’
尊
経

閣
文
庫
所
蔵
古
写
本
の
写
真
を
底
本
に
し
、
国
史
大
系
本
を
参
照
し
た
こ

と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
大
系
本
と
異
な
る
点
に
つ
い
て
は
註
を
付
し
て

参
考
に
供
す
る
こ
と
と
し
た
。
行
数
・
字
数
等
は
底
本
の
ま
Σ
で
あ
る
。

異
体
字
は
改
め
た
も
の
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
・

行
数
／
字
数
（
本
　
　
　
　
　
文
）

　
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
よ
ユ
ユ
　
ユ
ユ
ユ
ユ
　
ユ

ー
上
宮
記
日
一
云
・
几
牟
都
和
希
王
婁
涯
俣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
稚
野
毛
二
派
皇
子
母

2
那
加
都
比
古
女
子
名
弟
比
費
麻
和
加
生
児

　
　
　
　
　
　
　
　
大
郎
子
以
下
四
人
母

3
若
野
毛
二
俣
王
姿
母
メ
恩
己
麻
和
加
中
比

4
費
生
児
大
郎
子
一
名
意
富
ζ
等
王
妹
践
坂
大

5
中
比
弥
王
弟
田
宮
中
比
弥
弟
布
遅
波
良
己
等
布
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エ
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
9

6
斯
郎
女
更
也
此
意
富
々
箋
識
編
知
命
生

7
児
乎
非
王
妻
牟
義
都
国
造
名
伊
自
牟
良

　
　
　
　
　
　
　
彦
主
人
王
母

8
君
女
子
名
久
留
比
質
命
生
児
汗
斯
王
嬰
伊
久

9
牟
尼
利
比
古
大
王
児
伊
波
都
久
和
希
児
伊

憩
漣
講
暴
氣
児
麻
和
加
介
児
阿
袈
智
君

n
児
乎
波
智
君
案
弩
祖
勘
薇
鑛
媛
．

12

ｶ
児
都
奴
牟
斯
君
妹
布
利
比
弥
命
也
汗
斯
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
継
躰
母

13

ｿ
弥
乎
国
高
嶋
宮
時
聞
此
布
利
比
頁
命
甚
美

14

洛
ｭ
人
召
上
圓
三
国
坂
井
縣
而
嬰
所
生
伊
波
礼

15

{
治
天
下
乎
富
等
大
公
王
也
父
汗
斯
王
崩

16

ｧ
後
王
母
布
利
比
弥
命
言
日
我
独
持
抱
王
ロ

ー7

ｳ
親
族
部
之
国
唯
我
独
難
養
育
比
随
斯

18

�
V
云
余
将
下
去
於
在
祖
三
国
命
坐
多
加
牟

19

v
村
也

　
　
（
本
文
註
）

3
行
9
字
　
メ
（
大
系
本
は
々
）

9
行
9
字
伊
（
大
系
本
は
偉
。
こ
の
あ
た
り
の
伊
は
偉
に
誤
り
や
す
い

　
　
　
　
　
書
き
方
だ
が
、
い
ず
れ
も
伊
と
み
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
）

9
行
1
6
字
同
右

10

s
8
・
9
字
　
和
加
（
大
系
本
に
加
和
と
す
る
の
は
、
ミ
ス
・
プ
リ
ソ
ト

　
　
　
　
　
　
で
あ
ろ
う
）

　
（
訓
読
）

　
上
宮
記
に
曰
く
。
一
に
云
ふ
。
凡
牟
都
和
希
王
、
淫
俣
那
加
都
比
古
の
女

　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
あ

子
名
は
弟
比
売
麻
和
加
に
癸
ひ
て
生
め
る
児
若
野
毛
二
俣
王
（
が
）
、
母
メ

目
心
己
麻
和
加
中
比
売
に
嬰
ひ
て
生
め
る
児
大
郎
子
、
一
名
意
富
々
等
王
、
妹

践
坂
大
中
比
弥
王
、
弟
田
宮
中
比
弥
、
弟
布
遅
波
良
己
等
布
斯
郎
女
の
四

　
　
　
　
　
　
お
　
ほ
　
ほ
　
ど

人
な
り
。
此
の
意
富
々
等
王
、
中
斯
知
命
に
婁
ひ
て
生
め
る
児
乎
非
王

（
が
）
、
牟
義
都
国
造
、
名
は
伊
自
牟
良
の
女
子
、
名
は
久
留
比
売
命
に
婁
ひ

て
生
め
る
児
紆
斯
王
（
が
）
、
伊
久
牟
尼
利
比
古
大
王
の
児
伊
波
都
久
和
希

の
児
伊
波
智
和
希
の
児
伊
波
己
里
和
気
の
児
麻
和
加
介
の
児
阿
加
波
智
君

の
児
乎
波
智
君
（
が
）
、
余
奴
臣
の
祖
、
名
は
阿
那
余
比
弥
に
嬰
ひ
て
生
め
る

児
都
奴
牟
君
、
妹
布
利
比
弥
命
に
婆
ひ
ま
す
。
河
斯
王
、
弥
乎
の
国
の
高
嶋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
と
う
る
ぽ

　
　
　
ま

の
宮
に
坐
し
し
時
、
此
の
布
利
比
売
命
の
甚
美
し
き
女
な
り
と
い
ふ
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
か
な
い
の
あ
が
た

を
聞
き
て
、
人
を
遣
は
し
て
三
国
の
坂
井
県
よ
り
召
し
上
げ
て
嬰
ひ
て
生

．
め
る
所
は
併
漁
祢
の
宮
に
天
の
下
治
し
め
し
し
乳
騨
箋
蝿
P
な
り
。
父

汗
斯
王
崩
り
た
ま
ひ
し
後
、
王
の
母
布
利
比
弥
命
言
ひ
て
曰
く
、
我
独
り
王

　
　
　
　
　
　
う
が
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
だ
し

（
子
）
を
持
抱
て
親
族
部
な
き
国
に
あ
り
。
唯
我
独
り
養
育
た
て
ま
つ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
こ
こ

と
難
し
と
云
ひ
、
《
に
在
祖
三
国
命
の
坐
し
ま
す
多
加
牟
久
村
に
将
て
下

．
り
去
く
。

　
上
宮
記
の
文
章
を
こ
の
よ
う
に
訓
ん
だ
上
で
、
こ
れ
を
縦
系
図
に
示
せ

ば
次
の
通
り
で
あ
る
。
（
な
お
、
釈
日
本
紀
に
は
兼
方
が
作
成
し
た
系
図
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継体天皇の系譜について

を
添
え
て
あ
る
が
、
こ
れ
が
甚
し
い
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
本
居
宣
長
の
夙

に
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
母
ノ
恩
己
麻
和
加
中
比
売

　
　
（
応
神
）
　
　
　
　
　
　
　
母
弟
比
売
麻
和
加
　
　
　
　
一
名
意
富
々
等
王

　
几
牟
都
和
希
王
－
若
野
毛
二
俣
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
郎
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
母
同

1
践
坂
大
中
比
弥
王

　
母
同

－
田
宮
中
比
弥

　
母
同

－
布
遅
波
良
己
等
布
斯
郎
女

憂
蟄
ド
霧
穰
乎
臨
難
奎

　
（
垂
仁
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
母
綺
戸
辺
）

伊
久
牟
尼
利
比
古
大
王
ー
伊
波
都
久
和
希
－
伊
波
智
和
希

「
伊
波
量
和
気
森
和
加
↑
阿
袈
智
君
－
乎
波
智
君

「

　
　
　
　
　
比
弥
命

　
本
文
校
定
と
訓
み
が
す
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
本
文
中
に
み
え
る
固
有
名
詞

そ
の
他
の
語
彙
に
つ
き
、
記
紀
そ
の
他
の
古
典
と
対
照
し
た
表
を
作
成
し

て
示
す
こ
と
に
す
る
。
（
第
一
表
）
こ
れ
に
よ
っ
て
上
宮
記
と
他
の
古
文

献
と
の
対
比
を
た
や
す
く
し
、
こ
の
後
の
考
察
の
便
宜
を
は
か
る
こ
と
と

し
た
い
。

「
醐
籔
鶏

蕪

二
　
国
語
学
か
ら
み
た
本
文
批
判
，

④
は
「
ホ
ム
ツ
ワ
ヶ
」
と
訓
め
る
か
ら
、
垂
仁
天
皇
の
皇
子
誉
津
別
皇
子

の
こ
と
と
思
わ
れ
よ
う
が
、
文
章
全
体
か
ら
考
え
て
こ
こ
は
応
神
天
皇
の

こ
と
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
は
「
ホ
ム
タ
ワ
ケ
」

と
訓
む
べ
き
で
あ
る
。
都
を
ツ
と
訓
ま
ず
タ
と
訓
む
の
は
推
古
朝
乃
至
そ

れ
以
前
の
こ
と
と
い
わ
れ
る
し
、
ワ
ヶ
の
希
の
用
字
も
気
よ
り
古
い
こ
と

が
知
ら
れ
て
い
る
。
総
じ
て
・
几
牟
都
和
希
の
表
記
は
推
古
朝
乃
至
そ
れ
以

前
の
古
い
用
字
法
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
記
紀
の
そ
れ
よ
り
古
い

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
　
　
　
　
　
、

㈲
の
涯
は
記
の
代
．
咋
、
紀
の
河
に
相
当
す
る
か
ら
ク
ヒ
と
訓
む
べ
き

か
、
カ
バ
と
訓
む
べ
き
か
判
断
に
苦
し
む
。
そ
の
上
、
漣
の
字
そ
の
も
の

も
写
本
で
は
必
ず
し
も
明
瞭
に
は
読
み
と
れ
な
い
。
今
仮
り
に
涯
と
み
れ

ば
、
音
は
チ
で
①
川
の
名
、
②
う
る
ほ
ふ
（
¶
漂
）
な
ど
の
意
味
と
な

る
。
ま
た
径
と
み
れ
ば
音
は
ク
ワ
イ
で
、
こ
れ
ま
た
川
の
名
で
あ
る
。
紀

の
「
河
」
と
併
せ
考
え
て
、
カ
バ
と
訓
む
べ
き
公
算
が
大
き
い
。
地
名
・
．

氏
名
と
し
て
も
カ
ハ
マ
タ
は
多
い
が
、
フ
ヒ
マ
タ
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。

㊨
上
宮
記
は
紀
に
同
じ
。
記
と
異
な
る
。
こ
こ
は
記
が
正
し
い
か
。

⇔
記
紀
に
照
ら
し
て
野
は
ヌ
と
訓
む
ぺ
き
こ
と
が
わ
か
る
。
毛
は
記
紀
万

葉
の
ほ
か
推
古
朝
の
遣
文
に
も
用
い
ら
れ
る
。

㈱
こ
れ
に
は
伝
写
の
際
の
誤
り
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
目
心
は
恩
の
こ
と

で
あ
る
が
、
元
来
憶
息
と
あ
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
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第
脚
表
　
　
（
漢
字
の
右
傍
線
は
甲
類
、
左
傍
線
は
乙
類
の
音
を
あ
ら
わ
す
）

　
　
　
上
　
宮
記

イ
九
牟
都
和
騰

ロ
涯
俣
那
加
都
響

ハ
弟
比
劃
麻
和
加

二
若
尾
野
二
俣

ホ
母
メ
思
己
麻
和
加
中
比
翼

へ
意
富
々
醇

ト
践
坂
大
中
錦

チ
田
宮
中
出
弥

リ
布
遅
波
良
巳
薄
布
斯

ヌ
中
斯
知

ヲ
乎
俳

ル
牟
儀
都

ワ
伊
自
牟
良

力
久
留
比
売

ヨ
汗
斯

タ
伊
久
牟
尼
利
堵
百

レ
伊
波
都
久
和
騰

ソ
伊
波
智
和
隔

ツ
伊
波
巳
厘
和
陳

ネ
麻
和
加
介

ナ
阿
加
波
智

ラ
乎
波
智

ム
余
奴

ウ
阿
那
余
比
弥

ヰ
都
奴
牟
斯

ノ
布
利
比
弥

オ
脚
乎

ク
伊
波
礼

ヤ
乎
富
際

マ
多
加
牟
久

ケ
比
隠
斯

　
　
　
古
事
　
記

品
随
和
陳
（
応
神
ソ
品
太
（
継
体
）

代
俣
長
剛
引
（
景
行
）
・
咋
俣
長
則
引
（
応
神
）

息
長
真
若
中
出
粥
（
景
行
．
応
神
）

若
沼
尾
二
俣
（
応
神
）

弟
出
粥
（
景
行
）
・
弟
晃
真
若
幽
売
（
応
神
）

音
営
晶
ζ
牌
（
応
神
）

忍
坂
之
大
中
津
瑚
粥
（
応
神
）

田
宮
之
中
鋼
（
応
神
）

藤
原
之
琴
節
（
応
神
）

牟
喧
都
（
景
行
）

ナ
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
垂
仁
）

伊
玖
昧
入
則
刷
（
崇
神
）
伊
久
沫
伊
理
警

石
衝
別
（
垂
仁
）

ナ
シ

ナ
シ

ヨ
尾
（
継
体
）

伊
波
礼
（
神
代
．
神
武
．
履
中
．
継
体
）

土
辰
本
将
（
鼠
烈
．
継
体
）

高
向
（
孝
元
）

則
足
（
垂
仁
）
・
治
養
（
神
代
）

　
　
　
日
本
書
紀

誉
田
別
（
神
功
．
応
神
）

河
派
仲
彦
（
応
神
）

弟
媛
（
応
神
）

維囲

?
�
鼈
齡
h
（
応
神
）
・
稚
淳
毘
二
岐
（
安
康
）

ナ
シ

ナ
シ

忍
坂
大
中
姫
（
允
恭
．
安
康
）

ナ
シ

衣
通
（
允
恭
）
弟
姫
（
允
恭
）

身
尾
津
（
景
行
）
身
毛
（
天
武
）

主
人
（
継
体
）

活
旧
入
彦
（
垂
仁
）

磐
衝
別
（
垂
仁
）

磐
城
別
（
景
行
）

振
媛
（
継
体
）

ヨ
尾
（
継
体
）

磐
余
（
神
代
以
下
）

男
大
謎
（
継
体
）

高
向
（
継
体
）

膝
養
（
継
体
）

備

考

｛
鮎
鋸
甜
罐
踏
毯
罐
号
。
。
書

和
詞
奴
気
（
成
務
記
）

記
に
田
井
之
中
比
売
あ
り
。
こ
れ
は
田
居
で

｛田
宮
に
同
じ
か
。
い
ず
れ
が
も
と
で
い
ず
れ

を
誤
り
と
は
定
め
瀞
た
い
o

中
磯
（
履
中
紀
Y
申
蓄
（
安
康
・
雄
略
紀
）

乎
備
（
集
解
古
記
）
乎
比
（
新
撰
字
饒
・
和
名
抄
）

牟
宜
都
・
牟
義
都
（
続
紀
）

比
古
多
々
須
美
知
能
宇
斯
（
開
化
・
垂
仁
記
）

｛
羅
蕎
W
石
撞
別
（
国
造
本
紀
）
鍵
別

石
城
別
（
国
造
本
紀
）
は
石
櫨
別
の
子
。
伊
波

｛智和
希
と
同
一
人
か
。
景
行
紀
の
磐
城
別
も

同
じ
か
。

子
養
（
神
代
配
上
）
私
記
日
、
子
養
両
字
云
二
比

｛太須
一
其
義
如
何
。
答
、
師
説
、
猶
如
日
足
也

（
釈
紀
述
義
）
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母
メ
の
メ
は
息
の
第
一
画
ノ
を
誤
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
己
は
ナ
の
音
を

表
わ
し
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
ま
た
長
の
草
体
、
或
は
誤
写
と
み

る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
国
史
大
系
本
の
頭
註
に
矢
野
玄
道
の
説
と
し

て
己
を
宅
に
作
る
べ
し
と
あ
る
が
真
意
を
は
か
り
か
ね
る
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
こ
こ
は
も
と
母
息
長
（
己
）
麻
和
加
中
比
費
と
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
記
の
息
長
真
若
中
比
売
と
同
一
人
で
は
な
か
ろ
う
か
。
㊨
㈱
の
関
係

に
つ
い
て
は
後
述
参
照
。

8
意
富
の
用
法
は
記
に
は
多
い
が
、
紀
に
は
少
な
い
（
神
功
紀
の
意
富
伽

羅
）
。
意
を
用
い
る
こ
と
は
推
古
風
と
い
っ
て
よ
い
。

㊥
比
弥
の
弥
は
頁
よ
り
も
古
い
用
法
。
元
興
寺
縁
起
．
法
王
帝
説
所
引
天

寿
国
繍
帳
銘
な
ど
に
み
え
、
推
古
朝
の
用
字
で
あ
る
こ
と
は
夙
に
知
ら
れ

て
い
る
。
鶴
ω
に
も
同
じ
用
字
が
み
え
る
。

㈲
田
宮
に
つ
い
て
は
後
述
参
照
。

Gり

繽
q
参
照
。

00

ﾁ
非
は
ヲ
ヒ
で
あ
り
、
甥
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
新
撰
字
鏡
、
和
名

抄
に
は
乎
比
と
あ
り
、
比
（
甲
類
）
と
非
（
乙
類
）
と
音
を
異
に
す
る
か

ら
、
早
急
な
判
断
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
十
世
紀
頃
の
成

立
で
あ
る
右
の
各
書
に
乎
比
と
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
八
世
紀
、
天
平

十
年
前
後
の
成
立
と
推
定
さ
れ
る
喪
葬
令
集
解
所
引
古
記
に
は
乎
備
（
乙

類
）
と
も
み
え
、
ヲ
ヒ
の
ヒ
は
か
な
り
早
く
か
ら
甲
．
乙
の
別
が
乱
れ
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
一
応
、
乎
非
を
甥
の
意
に
解

し
て
お
き
た
い
。
聖
徳
太
子
全
集
第
三
巻
の
解
題
に
乎
非
の
こ
と
を
宇
非

と
記
し
て
い
る
が
、
恐
ら
く
誤
り
で
あ
ろ
う
。

㈲
記
紀
の
表
記
法
か
ら
み
て
も
義
が
ゲ
と
訓
ま
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
ゲ
に
義
の
字
を
用
い
る
の
も
推
古
風
で
あ
る
。

⑰
㈲
㈱
今
、
考
え
る
所
な
し
。

㈲
尼
に
つ
い
て
は
後
述
参
照
。

⑭
伊
の
字
は
大
系
本
に
偉
と
あ
っ
た
の
を
改
め
た
の
で
あ
る
図
⑭
も
同

様
。
こ
れ
は
記
紀
等
に
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
人
名
が
あ
り
、
．
い
ず
れ
も
石

・
磐
（
イ
ハ
）
に
対
応
す
べ
き
仮
名
で
あ
る
こ
と
か
ら
偉
（
ヰ
）
で
は
不
都
合

で
伊
（
イ
）
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
な
お
、
写
本

を
よ
く
見
る
と
偉
で
は
な
く
も
と
伊
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、

和
希
の
希
が
古
い
用
法
で
あ
る
こ
と
は
④
で
も
触
れ
た
し
、
次
の
ω
も
同

様
で
あ
る
。

Cう

謌
齦
¥
の
備
考
に
記
し
た
よ
う
に
イ
ハ
キ
ワ
ケ
と
同
一
人
か
。

¢う

u
イ
ハ
コ
ロ
ワ
ケ
」
と
訓
む
。
書
紀
風
に
は
、
磐
凝
別
と
で
も
表
記
す

べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
歌
凝
比
売
（
垂
仁
記
）
、
武
国
凝
別
（
景
行
紀
）

浦
凝
別
（
応
神
紀
）
な
ど
類
例
は
多
い
。
己
里
を
コ
ロ
と
訓
む
の
は
推
古

朝
の
古
い
用
法
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。
記
の
「
瀞
能
碁
呂
島
」
の
ゴ
ロ

と
同
語
で
、
凝
る
意
。

㈱
麻
和
加
介
は
語
義
未
詳
。
「
マ
ワ
カ
ケ
」
と
訓
む
の
で
あ
ろ
う
か
。
（
国

史
大
系
本
は
麻
加
和
介
と
誤
っ
て
い
る
。
）
し
か
し
介
を
ケ
と
訓
む
の
は
比

較
的
新
ら
し
く
万
葉
・
風
土
記
に
も
み
え
る
が
、
主
と
し
て
は
平
安
朝
以

後
で
あ
る
。
紀
で
は
カ
の
音
に
用
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
は
誤
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閏

写
と
み
る
か
、
後
人
の
書
き
換
え
と
で
も
解
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

ω
赤
蜂
か
。

㈲
小
蜂
或
は
雄
蜂
で
あ
ろ
う
。

㈲
定
訓
を
得
ず
。
な
お
後
述
参
照
。

㈲
神
代
紀
に
「
ア
ナ
ニ
ヤ
シ
」
、
万
葉
に
も
「
安
奈
ホ
」
の
語
法
が
み
え
る
。

㈲
角
虫
か
。

　
以
上
の
考
察
を
も
と
に
上
宮
記
逸
文
の
用
字
法
に
つ
い
て
そ
の
特
長
を

要
約
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
e
仮
名
は
推
古
期
の
そ
れ
と
一
致
す
る
も
の
が
大
部
分
で
あ
る
。
勿
論

推
古
期
の
仮
名
が
以
後
の
記
紀
万
葉
等
の
諸
文
献
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
無
視
す
べ
き
で
は
な
い
が
、
上
宮
記
逸
文
の
成
立
年
代
を
推
定
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ

る
上
で
、
右
の
結
果
は
重
要
で
あ
る
。
　
（
九
・
牟
・
都
・
和
・
希
・
那
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
メ
　

加
・
都
・
比
・
古
・
頁
・
麻
・
（
野
）
・
毛
・
意
・
富
・
等
・
弥
・
布
・
遅

・
波
・
良
・
己
・
斯
・
知
・
乎
・
非
・
義
・
伊
・
自
・
久
・
留
・
尼
・
汗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ノ
　
　
　
ハ
ミ
リ

・
利
・
智
・
里
・
阿
・
余
・
奴
・
弥
・
礼
）

　
い
ま
、
こ
れ
を
五
十
音
順
に
表
示
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。
（
第
二
表
）

　
⇔
推
古
期
の
用
字
に
合
致
せ
ず
、
記
紀
万
葉
等
に
み
ら
れ
る
用
字
法
に

合
う
も
の
は
介
（
ケ
、
万
葉
・
常
陸
風
土
記
）
、
陶
（
タ
、
紀
）
、
奴
（
ノ
、

正
倉
院
文
書
、
紀
）
尼
（
二
、
紀
・
万
葉
・
新
訳
華
厳
経
音
義
私
記
）
の

四
字
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
と
て
も
、
奴
を
ヌ
、
尼
を
ネ
と
訓
む
も
の
と
考

え
れ
ば
、
推
古
期
の
用
字
法
に
合
致
す
る
の
で
あ
り
、
．
例
外
は
わ
ず
か
に

介
と
随
の
二
字
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
⇔
し
か
も
、
推
古
期
の
用
字
法
一
般
か
ら
み
て
も
特
に
古
い
と
思
わ
れ

る
仮
名
に
都
（
タ
）
、
希
（
ケ
）
、
弥
（
メ
）
な
ど
が
あ
る
。

　
以
上
の
諸
点
か
ら
み
て
、
上
宮
記
の
仮
名
遣
い
の
特
色
を
概
言
ず
れ

ば
、
日
本
書
紀
や
万
葉
集
よ
り
も
明
ら
か
に
古
く
、
古
事
記
よ
り
古
い
面

さ
え
認
め
ら
れ
る
之
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
上
宮
記
の
成
立
年
代
．

が
記
紀
以
前
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

第
二
表加阿多

都
随

那波麻和良

伊斯
　
　
自

知
智
遅

ホ
（
尼
）

矧
俳

謝利

久汗牟布野都
　　寂
　　）

留

隔
陪
儀

尼売
弥
米

（
余
ー
）

礼

古1意
己

　　富奴1等
九）

　　　A乎厘r余
　　　）

三
　
古
代
史
か
ら
み
た
本
本
批
判
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九
牟
都
和
希
王
が
応
神
天
皇
を
指
す
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
そ
の
天
皇

が
若
野
毛
二
俣
王
の
父
で
あ
る
こ
と
は
上
宮
記
・
記
紀
と
も
す
べ
て
一
致

す
る
が
、
王
の
生
母
に
つ
い
て
上
宮
記
は
弟
比
売
麻
和
加
（
涯
俣
那
加
都

比
古
の
女
子
）
、
日
本
書
紀
が
弟
媛
（
河
派
仲
彦
の
女
）
と
し
て
所
伝
を
一

に
す
る
が
、
古
事
記
に
は
息
長
真
若
中
比
売
（
咋
俣
長
日
子
王
の
女
）
と

あ
っ
て
、
伝
を
異
に
す
る
。
し
か
も
二
俣
王
の
妻
に
つ
き
、
上
宮
記
は
先

述
の
よ
う
に
息
長
麻
和
加
中
比
売
（
記
が
王
の
母
と
す
る
人
物
と
同
名
）

と
す
る
の
に
対
し
て
き
古
事
記
は
弟
比
売
（
1
1
弟
日
売
真
若
比
売
）
（
上
宮

記
や
日
本
書
紀
が
王
の
母
と
す
る
人
物
と
同
名
）
と
す
る
。
す
な
わ
ち
上

宮
記
と
古
事
記
と
で
は
、
二
俣
王
の
生
母
と
妻
が
全
く
入
れ
替
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
書
紀
に
は
王
の
妻
の
名
は
見
え
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、

上
宮
記
の
こ
こ
の
所
伝
は
古
事
記
・
日
本
書
紀
か
ら
生
じ
た
も
の
で
な
い

こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　
で
は
上
宮
記
と
古
事
記
と
、
そ
の
い
ず
れ
の
所
伝
が
正
し
い
か
と
い
う

問
題
に
な
る
と
そ
の
答
は
難
し
い
が
、
古
事
記
に
二
俣
王
が
「
婆
二
同
母

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

弟
百
師
木
伊
呂
弁
、
亦
名
弟
日
売
真
若
比
売
一
」
と
あ
る
こ
と
や
、
弟
日

　
　
　
　
　
　
へ

売
、
息
長
真
若
中
比
売
と
い
う
名
そ
の
も
の
な
ど
か
ら
考
え
て
、
古
事
記

の
所
伝
の
方
が
辻
棲
は
合
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
参
考
の
た
め
上
宮
記
と
古
事
記
・
日
本
書
紀
の
所
伝
を
そ
れ
ぞ
れ

系
図
に
示
し
て
お
く
。

　
〔
上
宮
記
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
応
神
天
皇

　
加
都
比
古
露
懸
鷺
雛
欝

〔
古
事
記
〕

　
　
　
　
　
　
　
応
神
天
皇

ー
・
子
王
誌
韓
　
雑
雛
士
冗
獣
郎
子

〔
日
本
書
紀
〕

　
　
　
　
　
　
応
神
天
皇

　
　
　
　
　
　
　
＝
　
　
　
　
若
淳
毛
二
俣
王

河
派
仲
彦
ー
弟
媛

　
⇔
　
若
野
毛
二
俣
王
の
子
女
に
つ
い
て

二
俣
王
の
子
女
に
つ
い
て
は
上
宮
記
と
古
事
記
と
に
所
伝
が
あ
り
、
書
紀

に
は
見
え
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
上
宮
記
と
古
事
記
を
比
較
検
討
し
て
み

よ
う
。
ま
ず
上
宮
記
に
は
王
の
子
女
と
し
て
e
大
郎
子
（
意
富
々
等
王
）
、

⇔
践
坂
大
中
比
弥
王
、
⇔
田
宮
中
比
弥
、
㈲
布
遅
波
良
己
等
布
斯
郎
女
の

四
人
を
挙
げ
る
。
次
に
古
事
記
（
応
神
）
は
e
大
郎
子
（
意
富
々
仔
王
）
、

⇔
忍
坂
之
大
中
津
比
売
命
、
⇔
田
井
之
中
比
売
、
㈲
田
宮
之
中
比
売
、
．
㈲

藤
原
之
琴
節
郎
女
、
㈹
取
売
王
、
㊨
沙
祢
王
の
七
人
を
列
挙
す
る
。
こ
の

両
者
を
比
較
す
る
前
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
若
干
の
考
察
を
試
み
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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上
宮
記
所
掲
の
四
人
の
う
ち
、
⇔
⇔
は
比
弥
の
称
呼
を
共
有
す
る
が
、

㈲
は
郎
女
と
称
す
る
。
こ
れ
は
⇔
⇔
と
四
と
を
同
母
姉
妹
と
す
る
所
伝
を

疑
わ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
古
事
記
所
載
の
人
名
に
つ
い
て
も
右
と
同
様

の
こ
と
が
い
え
る
ば
か
り
で
な
く
、
⇔
の
田
井
は
田
居
で
㈲
の
田
宮
と
誤

り
や
す
い
か
ら
、
⇔
と
㈲
は
同
一
人
名
の
異
伝
に
す
ぎ
ず
、
原
型
を
田
居

中
比
売
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
勿
論
そ
の
逆
と
考
え
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
田
宮
↓
田
居
↓
田
井
と
い
う
過
程
を
推
定
す
る
こ
と

も
で
き
る
。
ま
た
、
㈹
と
㊨
も
そ
の
表
記
法
か
ら
み
て
他
と
異
質
の
感
を

免
れ
ず
、
後
の
付
加
に
よ
る
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

　
こ
こ
で
上
宮
記
と
古
事
記
の
所
伝
の
比
較
に
入
ろ
う
。
前
述
の
よ
う
に

後
の
付
加
や
重
複
を
排
除
す
る
と
、
両
者
の
所
伝
は
ほ
讐
一
致
す
る
。
そ

の
場
合
、
数
の
多
い
古
事
記
か
ら
適
当
に
抜
葦
し
て
上
宮
記
の
記
事
が
作

ら
れ
た
と
推
測
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
が
、
比
較
的
新
ら
し
い
仮

名
遣
い
の
古
事
記
を
も
と
に
し
て
、
比
較
的
古
い
仮
名
遣
い
の
上
宮
記
の

記
事
が
造
ら
れ
た
と
す
る
推
測
が
、
か
な
り
不
自
然
で
あ
る
こ
と
は
、
こ

れ
ま
で
の
考
察
の
結
果
に
照
ら
し
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
而
し
て
、
上
宮
記
の
田
宮
中
比
弥
が
、
原
型
田
居
中
比
弥
を
誤
っ
て
い

る
の
で
あ
れ
ば
、
す
で
に
上
宮
記
が
原
史
料
を
誤
り
伝
え
て
い
る
と
い
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
古
事
記
も
こ
れ
と
同
一
の
原
史
料
に
よ
り
な
が

ら
、
誤
写
に
よ
る
誤
伝
を
並
列
に
掲
げ
、
さ
ら
に
末
尾
に
何
等
か
の
理
由

で
、
全
く
異
質
な
二
王
の
名
（
㈹
と
㊨
）
を
付
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現

在
の
形
が
出
来
上
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

わ
か
り
や
す
く
示
せ
ば

　
（
原
史
料
）

e
　
田
居
中
比
弥

　
（
上
宮
記
）
・

＼
田
宮
中
比
弥

／
（
古
事
記
）
．

　
田
井
之
中
比
売

／
田
宮
之
中
比
売

　
と
な
る
。
こ
れ
と
は
逆
に
田
宮
を
以
て
原
型
と
す
れ
ば

（
原
史
料
”
上
宮
記
）
　
（
誤
写
）
　
　
（
古
事
記
）

⇔
　
田
宮
中
比
弥
↓
田
居
中
比
弥
↓
田
井
之
中
比
売

　
　
　
　
　
　
　
随
…
…
…
…
↓
／
田
宮
之
中
比
売

　
と
な
る
。
い
ま
、
そ
の
い
ず
れ
を
採
る
べ
き
か
は
判
断
を
留
保
す
る

が
、
と
も
か
く
、
若
野
毛
二
俣
王
の
子
女
に
つ
き
、
上
宮
記
と
古
事
記
と

が
所
伝
を
異
に
す
る
と
い
う
事
実
の
他
に
、
上
宮
記
が
古
事
記
に
も
と
つ

い
て
記
事
を
成
し
た
と
推
測
す
べ
き
根
拠
の
殆
ど
な
い
こ
と
を
知
っ
た
の

で
あ
る
。

　
次
に
若
野
毛
二
俣
王
と
そ
の
子
女
は
ど
の
地
方
に
根
拠
を
置
い
た
か
を

考
え
て
み
た
い
。

　
景
行
記
の
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
倭
建
命
の
一
妻
の
生
め
る
子
が
息

長
田
別
王
、
そ
の
子
が
代
俣
長
日
子
王
、
そ
の
子
が
飯
野
真
黒
比
売
命
、
息

長
真
若
中
比
売
、
弟
比
売
で
あ
る
と
い
う
。
二
俣
王
の
母
は
古
事
記
で
は

中
比
売
、
上
宮
記
で
は
弟
比
売
、
妻
は
そ
れ
ぞ
れ
逆
に
な
っ
て
い
る
が
、
い
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継体天皇の系譜について

ず
れ
に
せ
よ
、
二
俣
王
も
そ
の
子
女
も
息
長
と
関
係
が
深
い
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
息
長
は
い
う
ま
で
も
な
く
近
江
国
坂
田
郡
の
地
名
で
あ
り
、

こ
の
後
も
息
長
真
手
王
、
そ
の
女
麻
績
郎
子
（
継
体
妃
）
広
姫
（
敏
達
皇

后
）
な
ど
を
出
し
た
息
長
氏
族
の
地
盤
で
あ
っ
た
。

　
二
俣
王
の
子
大
郎
子
に
つ
い
て
は
応
神
記
に
三
国
君
・
波
多
君
．
息
長

坂
君
・
酒
人
君
・
山
道
君
・
筑
紫
之
米
多
君
・
布
勢
君
等
之
祖
と
あ
り
、

三
国
（
越
前
）
・
山
道
（
越
前
力
）
・
息
長
（
近
江
）
な
ど
の
各
豪
族
の

祖
と
し
て
、
や
は
り
父
王
と
同
じ
地
方
に
勢
力
を
張
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
そ
の
妹
の
践
坂
大
中
比
弥
王
も
名
に
こ
そ
践
坂
（
忍
坂
）
と
大
和
の

地
名
を
負
う
て
い
る
が
、
允
恭
二
年
紀
に
よ
れ
ば
、
は
じ
め
母
に
随
い
て

家
に
在
り
と
い
う
か
ら
、
息
長
地
方
に
居
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は

そ
の
妹
弟
姫
に
つ
き
、
同
じ
く
允
恭
紀
七
年
条
に
「
階
レ
母
以
在
二
於
近

江
坂
田
一
」
と
あ
る
の
で
一
層
明
ら
か
で
あ
る
。
息
長
は
後
の
坂
田
郡
内
に

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
に
よ
り
二
俣
王
と
そ
の
子
女
が
、
近
江
の
息
長
を
中
心
に
越
前
に

ま
で
勢
力
を
及
ぼ
す
豪
族
に
成
長
し
て
行
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　
ま
た
、
践
坂
大
中
比
弥
ら
姉
妹
が
允
恭
天
皇
の
后
妃
と
な
っ
た
こ
と

は
、
近
江
の
地
方
豪
族
と
天
皇
と
の
婚
姻
の
実
例
で
あ
り
、
景
行
天
皇
と

美
濃
の
地
方
豪
族
と
の
結
婚
よ
り
、
は
る
か
に
信
愚
性
の
高
い
伝
え
で
あ

ろ
う
。
五
世
紀
に
お
け
る
天
皇
家
の
通
婚
圏
が
近
江
を
も
含
め
る
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
さ
て
、
彼
女
等
姉
妹
の
践
坂
（
忍
坂
）
田
宮
、
布
遅
波
良
（
藤
原
）
な

ど
が
い
ず
れ
も
地
名
で
あ
る
こ
と
は
一
見
し
て
知
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は

彼
女
等
の
成
長
し
た
土
地
で
は
な
゜
い
。
忍
坂
、
藤
原
は
い
ず
れ
も
后
妃
と

な
っ
て
か
ら
宮
殿
を
営
ん
だ
地
で
あ
る
。
田
宮
中
比
弥
が
允
恭
妃
に
な
っ

た
証
拠
は
な
い
が
、
允
恭
紀
に
よ
れ
ば
忍
坂
部
・
藤
原
部
と
と
も
に
彼
女

の
た
め
に
河
部
と
い
う
名
代
が
設
け
ら
れ
た
と
い
う
か
ら
、
允
恭
妃
と
な

っ
た
公
算
は
大
き
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
田
宮
も
ま

た
彼
女
が
允
恭
妃
と
し
て
住
ん
だ
地
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う

か
。
河
内
国
交
野
郡
田
宮
郷
な
ど
が
こ
れ
に
該
当
す
る
か
。

　
但
、
田
宮
は
田
居
が
原
型
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
同
国
志
紀
郡
に
田
井

郷
の
あ
る
こ
と
を
書
き
添
え
て
お
く
。

　
⇔
　
大
郎
子
の
後
資
に
つ
い
て

　
大
郎
子
の
一
名
意
富
々
等
が
大
ホ
ド
で
、
継
体
の
韓
男
太
　
が
小
ホ
ド

で
あ
る
こ
と
、
祖
と
喬
と
で
大
小
と
対
を
な
し
た
名
で
あ
る
こ
と
は
す
で

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
あ
ら
た
め
て
言
及
し
な
い
。

　
さ
て
大
郎
子
の
子
孫
に
つ
い
て
み
る
と
、
そ
の
子
は
乎
非
王
で
あ
る
。

乎
非
の
意
味
に
つ
い
て
は
先
に
触
れ
た
通
り
で
あ
り
、
甥
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。
人
名
に
甥
と
い
う
の
は
耳
な
れ
な
い
が
、
平
氏
伝
雑
勘
文
に
引

く
上
宮
記
逸
文
に
久
米
王
の
子
に
男
王
と
い
う
名
が
見
え
、
ま
た
天
智
七

年
紀
に
は
蘇
我
石
川
麻
呂
の
女
姪
娘
（
天
智
妃
）
の
名
が
み
え
る
。
こ
れ
ら

は
敦
れ
も
実
名
と
い
う
よ
り
は
通
称
と
い
う
の
が
当
っ
て
い
よ
う
。
人
物

画
像
鏡
の
銘
文
に
み
え
る
男
弟
王
の
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。
乎
非
王
も
通
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称
の
み
伝
え
ら
れ
て
、
実
名
は
失
な
わ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
姪
娘

が
兄
弟
の
子
の
意
味
で
通
称
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
甥
王
も
同
様
に
解
す
べ

き
も
の
で
あ
ろ
う
。
允
恭
天
皇
の
后
妃
と
な
っ
た
践
坂
大
中
比
弥
王
、
田

宮
中
比
弥
、
布
遅
波
良
己
等
布
斯
郎
女
ら
か
ら
み
て
甥
王
（
1
1
乎
非
王
）

と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
存
在
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
但
、
こ

の
王
の
存
在
に
つ
い
て
は
他
に
傍
証
が
全
く
な
い
。

　
次
に
、
乎
非
王
の
子
汗
斯
王
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。
こ
れ
は
書
紀
に

彦
主
人
王
と
あ
る
人
物
で
、
即
ち
継
体
の
父
で
あ
る
が
、
古
事
記
に
は
見

え
な
い
。
母
は
牟
義
都
国
造
の
女
と
い
う
か
ら
、
後
の
美
濃
国
武
儀
郡
の

豪
族
の
出
で
あ
り
、
武
儀
の
地
は
近
江
の
息
長
と
そ
れ
程
離
れ
て
は
い
な

い
。
勿
論
、
乎
非
王
の
本
居
は
不
明
だ
が
、
お
よ
そ
近
江
・
美
濃
の
間
に

あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
て
よ
け
れ
ば
、
そ
の
婚
姻
は
近

江
・
美
濃
あ
た
り
の
豪
族
同
志
の
婚
姻
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
間
に

生
ま
れ
た
汗
斯
王
が
（
恐
ら
く
美
濃
あ
た
り
を
本
居
と
し
な
が
ら
も
）
近

江
の
高
嶋
の
三
尾
に
別
業
を
持
ち
（
紀
）
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
越
前
の
豪
族

に
求
婚
し
た
事
情
も
当
時
の
豪
族
が
隣
接
す
る
国
々
を
そ
の
通
婚
圏
と
し

た
と
い
う
想
定
の
も
と
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
る
。

　
同
様
に
、
大
郎
子
の
妻
で
あ
る
中
斯
知
命
も
他
に
傍
証
が
な
く
、
正
体

の
つ
か
め
な
い
人
物
で
あ
る
が
、
写
本
を
み
る
と
知
が
姫
を
誤
っ
た
疑
が

も
た
れ
る
の
で
、
い
ま
仮
り
に
こ
れ
を
中
斯
姫
命
と
し
「
ナ
カ
シ
ヒ
メ
ノ

ミ
コ
ト
」
と
訓
ん
で
み
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、
す
ぐ
に
想
い
出
さ
れ
る
の

は
履
中
天
皇
と
そ
の
妃
幡
稜
皇
女
と
の
間
に
生
ま
れ
た
中
磯
皇
女
で
あ

る
。
中
磯
皇
女
は
叔
父
大
草
香
皇
子
と
結
婚
し
て
眉
輪
王
を
生
ん
だ
が
、

後
皇
子
が
安
康
天
皇
に
殺
さ
れ
る
と
、
そ
の
皇
后
と
な
っ
た
女
性
で
あ

る
。
安
康
紀
に
は
中
蓄
姫
命
、
雄
略
即
位
前
紀
に
は
中
帯
姫
皇
女
、
一
名

長
田
大
娘
皇
女
と
も
見
え
る
。
中
斯
姫
命
は
ま
さ
に
こ
の
中
蓄
姫
命
の
こ

と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
思
っ
て
み
る
と
、
こ
の
女
性
に
だ
け
は
誰
の

女
で
あ
る
と
い
う
説
明
が
欠
け
て
い
る
。
こ
れ
は
編
纂
の
不
手
際
と
い
っ

た
こ
と
が
原
因
で
は
な
く
、
む
し
ろ
は
じ
め
か
ら
な
か
っ
た
も
の
と
考
え

て
よ
い
。
つ
ま
り
上
宮
記
の
筆
録
者
は
履
中
天
皇
の
皇
女
で
、
大
草
香
皇

子
の
妃
と
な
り
、
さ
ら
に
は
安
康
天
皇
の
皇
后
と
な
っ
た
史
上
著
名
な
こ

の
女
牲
に
、
殊
更
説
明
を
加
え
る
必
要
を
認
め
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
四
　
布
利
比
弥
の
系
譜
に
つ
い
て

　
さ
て
上
宮
記
で
伊
久
牟
尼
利
比
古
大
王
以
下
は
継
体
の
母
布
利
比
弥

（
振
媛
）
の
系
譜
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ

る
。　

伊
久
牟
尼
利
比
古
は
「
イ
ク
ム
ニ
リ
ヒ
コ
」
　
「
イ
ク
ム
ネ
リ
ヒ
コ
」
と

訓
む
こ
と
が
で
き
る
が
、
尼
は
ネ
と
訓
む
の
が
古
い
訓
み
方
で
あ
る
か

ら
、
こ
こ
で
は
後
者
の
訓
み
に
従
っ
て
お
く
と
し
て
、
こ
れ
が
垂
仁
天
皇

を
指
す
こ
と
は
、
そ
の
名
か
ら
も
、
ま
た
布
利
比
弥
が
そ
の
七
世
孫
で
あ

る
と
の
書
紀
の
伝
え
か
ら
も
確
認
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
子
伊
波

都
久
和
希
が
垂
仁
天
皇
の
皇
子
石
衝
別
（
記
）
・
磐
衝
別
（
紀
）
で
あ
る
こ
と

は
疑
を
容
れ
な
い
。

　
上
宮
記
で
さ
ら
に
そ
の
子
と
伝
え
る
伊
波
智
和
希
に
つ
い
て
は
確
か
な
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傍
証
に
乏
し
い
が
、
国
造
本
紀
に
「
羽
咋
国
造
　
泊
瀬
朝
倉
朝
御
世
、
三
尾

君
祖
石
撞
別
命
児
石
城
別
王
、
定
賜
国
造
」
と
あ
る
石
撞
別
が
先
の
伊
波

都
久
和
希
と
同
じ
な
ら
ば
、
そ
の
子
石
城
別
は
今
問
題
に
し
て
い
る
伊
波

智
和
希
と
同
一
人
名
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
が
も
た
れ
る
し
、
景
行
紀
に

見
え
る
磐
城
別
も
同
じ
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
来
る
。
「
イ
ハ
チ
」

と
「
イ
ハ
キ
」
と
で
は
完
全
に
同
一
で
は
な
い
が
、
そ
う
見
る
べ
き
可
能

性
は
大
き
い
で
あ
ろ
う
。

　
以
下
は
都
奴
牟
斯
ま
で
他
に
全
く
傍
証
が
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
ど
の
よ

う
に
判
断
し
、
評
価
す
る
か
は
、
か
な
り
主
観
に
在
右
さ
れ
や
す
い
。
た

父
は
じ
め
の
四
代
に
は
和
希
・
和
気
（
加
介
の
用
字
に
問
題
が
あ
っ
た
こ

と
は
先
述
の
通
り
）
を
称
し
、
後
の
三
代
に
は
君
を
称
し
て
い
る
こ
と
に

注
意
し
て
お
き
た
い
。
時
代
の
大
勢
か
ら
み
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
変
化
は

肯
定
で
き
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

　
最
後
に
布
利
比
弥
の
母
の
姓
余
奴
臣
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
き
た
い
。

余
奴
を
何
と
よ
む
か
ゴ
差
当
り
問
題
で
あ
る
が
、
「
ヨ
ヌ
」
「
ヨ
ノ
」
な
ど

の
訓
が
ま
ず
考
え
ら
れ
る
。
姓
こ
そ
ち
が
え
、
倭
漢
氏
の
一
族
の
与
努
忌

寸
の
与
努
と
同
じ
で
あ
ろ
う
。
「
ヨ
ヌ
」
「
ヨ
ノ
」
は
伊
賀
国
伊
賀
郡
余
野

郷
の
地
名
に
最
も
近
く
、
或
は
こ
の
地
方
の
豪
族
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
伊
賀
に
「
ヨ
ノ
の
臣
」
の
あ
る
こ
と
は
他
に
史
料
が
な
い
ば
か

り
か
、
伊
賀
郡
に
は
伊
賀
臣
が
盤
据
し
て
お
り
、
他
氏
の
勢
力
は
介
在
し

え
な
い
土
地
柄
の
よ
う
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
を
「
エ
ヌ
」
と
訓
み
、

江
沼
（
江
淳
）
の
こ
と
と
す
れ
ば
越
前
国
（
後
の
加
賀
国
）
江
沼
郡
の
豪
族

で
、
国
造
・
大
領
に
任
じ
た
江
沼
臣
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
余
（
ヨ
）

が
エ
に
転
誰
す
る
例
証
は
あ
ま
り
な
い
の
で
、
強
く
主
張
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
も
し
、
こ
れ
が
当
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
江
沼
は
三
国
に
隣

接
す
る
地
方
で
あ
る
こ
と
か
ら
い
っ
て
も
、
継
体
天
皇
の
系
譜
の
考
察
に

一
つ
の
光
を
当
て
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
順
序
が
前
後
し
た
が
、
終
り
に
若
干
の
補
考
を
記
し
て
お
く
。

　
垂
仁
記
に
よ
れ
ば
石
衝
別
は
羽
咋
君
・
三
尾
君
之
祖
と
あ
り
、
国
造
本

紀
に
は
加
我
国
造
の
祖
と
あ
り
、
姓
氏
録
に
は
羽
咋
公
の
祖
と
見
え
る
。

羽
咋
は
能
登
の
郡
名
で
あ
り
、
三
尾
は
近
江
国
高
島
郡
の
地
名
で
、
彦
主

人
王
の
別
業
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
加
我
は
加
賀
で
後
の
加
賀
国

加
賀
郡
に
当
る
こ
と
は
言
う
を
侯
た
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
石
衝
別
の
子
石
城
別
（
1
1
伊
波
智
和
希
？
ウ
に
つ
い
て
は
、
国

造
本
紀
に
羽
咋
国
造
の
祖
と
あ
り
、
景
行
紀
に
三
尾
氏
の
祖
と
み
え
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
石
衝
別
・
石
城
別
父
子
の
系
統
は
近
江
か
ら
越
前
（
加

賀
）
・
能
登
の
地
方
に
分
布
す
る
に
至
っ
た
こ
と
が
、
こ
れ
ら
の
史
料
か

ら
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
布
利
比
弥
が
三
国
の
豪
族
の
出
で
あ
る
と
い

う
伝
承
は
こ
の
点
か
ら
み
れ
ば
、
極
く
自
然
に
認
め
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。

　
以
上
、
上
宮
記
の
文
章
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
を
様
々
な
点
か
ら
検
討

し
て
来
た
。
こ
こ
で
、
そ
の
結
果
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。

　
e
若
野
毛
二
俣
王
か
ら
継
体
天
皇
に
至
る
五
代
の
う
ち
中
間
の
乎
非
王

だ
け
は
そ
の
存
在
を
傍
証
し
得
な
い
。

一11一



　
⇔
伊
波
都
久
和
希
よ
り
布
利
比
弥
に
至
る
七
代
の
う
ち
、
そ
の
存
在
を

傍
証
し
得
な
い
の
は
伊
波
己
里
和
気
・
麻
和
加
介
、
阿
加
波
智
、
乎
波
智

の
四
代
で
あ
る
。

　
⇔
継
体
の
父
系
は
近
江
・
美
濃
・
越
前
地
方
に
勢
力
を
ば
し
た
地
方
豪

族
と
推
測
さ
れ
る
。

　
　
四
継
体
の
母
系
は
越
前
（
の
ち
の
加
賀
）
　
・
能
登
を
主
な
地
盤
と
す
る

地
方
豪
族
の
一
派
と
推
測
さ
れ
る
。

　
㈲
美
濃
・
近
江
地
方
を
背
景
と
す
る
汗
斯
王
と
越
前
の
豪
族
の
女
布
利

比
弥
と
の
結
婚
は
、
当
時
の
豪
族
の
通
婚
圏
の
大
き
さ
か
ら
み
て
不
自
然

で
は
な
い
。
　
（
継
体
即
位
以
前
の
諸
妃
の
出
身
地
も
、
こ
の
常
識
を
破
る

も
の
で
は
な
い
。
）

四
　
上
宮
記
と
記
紀
と
の
関
係

（
む
す
び
に
か
え
て
）

　
先
述
の
如
く
、
継
体
天
皇
を
古
事
記
に
「
品
太
天
皇
五
世
孫
蓑
本
仔
命
」

と
し
、
日
本
書
紀
に
「
男
大
　
天
皇
、
誉
田
天
皇
五
世
孫
、
彦
主
人
王
之

子
也
」
と
あ
り
、
そ
の
五
世
の
系
譜
を
示
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
継

体
の
出
自
を
疑
い
、
継
体
は
前
王
朝
を
倒
し
て
新
王
朝
を
樹
立
し
た
天
皇

と
ま
で
考
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
う
な
る
と
上
宮
記
の
記
事
さ
え
こ
の

疑
問
を
裏
付
け
る
も
の
と
目
さ
れ
る
に
至
る
。
弁
解
す
れ
ば
す
る
程
、
い

よ
い
よ
疑
わ
れ
る
場
合
と
似
て
い
る
。
記
紀
に
五
世
孫
と
だ
け
見
え
て
、

そ
の
世
系
を
示
し
て
い
な
い
の
で
、
後
か
ら
造
作
し
て
古
め
か
し
く
見
せ

た
も
の
だ
と
い
う
の
が
、
上
宮
記
の
記
事
に
対
す
る
大
方
の
批
判
で
は
な

か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
上
宮
記
の
文
章
は
先
に
見
た
如
く
、
記
紀
以
後
に
述

作
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
新
し
い
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
そ
の
用
字
法
か

ら
し
て
明
瞭
で
あ
る
。
用
字
法
は
ど
う
し
て
も
時
代
の
趨
勢
に
拘
束
さ
れ

る
よ
う
で
、
後
か
ら
古
め
か
し
て
造
る
の
は
か
な
り
難
し
い
業
で
あ
る

し
、
わ
ざ
わ
ざ
、
そ
こ
ま
で
気
を
遣
っ
た
と
考
え
な
く
と
も
よ
か
ろ
う
。

　
と
も
か
く
用
字
法
か
ら
い
え
ば
、
継
体
天
皇
の
世
系
は
記
紀
編
纂
以
前

か
ら
上
宮
記
に
よ
っ
て
わ
か
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
わ
か

っ
て
い
な
が
ら
、
何
故
記
紀
本
文
に
そ
れ
を
記
さ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う

疑
問
が
出
て
来
る
と
思
う
が
、
答
は
簡
単
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
天
皇
の

孫
が
見
出
さ
れ
て
即
位
し
た
顕
宗
・
仁
賢
両
天
皇
の
例
が
特
殊
な
ケ
ー
ス

と
し
て
あ
っ
た
が
、
天
皇
の
五
世
孫
と
い
う
疎
遠
な
皇
親
が
皇
統
を
継
承

し
た
例
は
な
い
か
ら
、
こ
こ
は
五
世
代
を
克
明
に
挙
げ
る
煩
を
避
け
た
と

考
え
れ
ば
よ
い
。
こ
の
場
合
、
日
本
書
紀
に
系
図
一
巻
が
添
え
ら
れ
た
事

実
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
継
体
天
皇
の
世
系
は
必
ず
や
こ
の
系
図
の
中

に
示
さ
れ
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
り
、
上
宮
記
は
む
し
ろ
そ
の
参
考
に
供

さ
れ
た
資
料
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
五
世
孫
が
皇
親
の
限
界
で
あ
る
と
い
う
令
制
の
規
定
か
ら
、
継

体
天
皇
が
応
神
天
皇
の
五
世
孫
で
あ
る
と
い
う
記
紀
の
記
事
が
造
作
さ
れ

た
の
で
は
な
い
か
と
疑
う
説
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
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継体天皇系譜について

　
継
嗣
令
に
「
凡
皇
兄
弟
皇
子
皆
為
二
親
王
一
。
女
帝
子
亦
同
。
以
外
並
為
二

諸
王
一
。
自
二
親
王
一
五
世
錐
レ
得
二
王
名
一
。
不
レ
在
二
皇
親
之
限
↓
」
と
み
え

る
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
親
王
が
一
世
王
で
あ
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
大
宝
の
継
嗣
令
が
多
分
こ
れ
と
同
文
乃
至
は
同

様
の
内
容
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
、
集
解
古
記
や
続
日
本
紀
慶
雲
三
年

二
月
庚
寅
条
の
「
准
レ
令
、
五
世
之
王
、
錐
γ
得
二
王
名
一
、
不
レ
在
二
皇
親
之
限
一
。

今
五
世
之
王
、
雌
F
有
二
王
名
一
、
已
絶
二
皇
親
之
籍
一
遂
入
二
諸
臣
之
例
司
顧
二
念

親
レ
親
之
恩
嚇
不
レ
勝
二
絶
レ
籍
之
痛
一
φ
自
今
以
後
、
五
世
之
王
、
在
二
皇
親
之
限
司

其
承
レ
嫡
者
相
承
為
レ
王
。
自
余
如
γ
令
。
」
と
い
う
格
に
よ
っ
て
窺
う
こ
と

が
で
き
る
。

　
し
こ
う
し
て
、
か
Σ
る
令
の
規
定
は
何
時
頃
か
ら
存
在
す
る
も
の
で
あ

る
か
と
い
う
と
、
ど
う
も
そ
れ
は
大
宝
令
が
は
じ
め
ら
し
い
の
で
あ
る
。

即
ち
続
日
本
紀
大
宝
二
年
五
月
辛
未
の
条
に
「
勅
、
若
五
世
王
自
有
二
辞

頒
一
漬
二
受
理
一
者
、
特
給
二
坐
席
一
而
与
二
所
分
ご
と
あ
り
、
同
じ
く
大
宝
三

年
十
二
月
甲
子
の
条
に
「
始
皇
親
。
五
世
王
。
五
位
巳
上
子
。
年
満
二
廿
一

巳
上
一
者
、
録
二
其
歴
名
↓
申
二
送
式
部
省
ご
と
み
え
る
。
こ
れ
ら
は
五
世

王
の
待
遇
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
大
宝
以
前
か
ら
皇
親
の
範

囲
に
つ
い
て
、
は
っ
き
り
し
た
規
定
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
こ
こ
に
あ
ら
た

め
て
、
こ
の
よ
う
な
法
令
を
出
す
理
由
は
な
い
の
で
あ
る
。
大
宝
二
年
と

か
三
年
と
い
う
時
点
で
右
の
法
令
が
発
布
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
大
宝
令

の
施
行
に
よ
っ
て
生
じ
た
必
要
を
満
た
さ
ん
が
た
め
で
あ
り
、
そ
の
必
要

と
は
即
ち
皇
親
に
つ
い
て
大
宝
令
が
は
じ
め
て
明
文
を
掲
げ
た
こ
と
か
ら

生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
上
宮
記
は
継
嗣
令
の
皇
親
に
関
す
る
規
定
を

知
っ
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
知
っ
て
い
た
と
す
れ

ば
、
令
で
は
五
世
王
は
皇
親
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
継
体
天
皇
を
応
神
天

皇
の
四
世
孫
と
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
慶
雲
三
年
五
世
王
を
皇
親
と
し
た
格

を
知
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
上
宮
記
の
成
立
年
代
は
い
よ
い
よ
下
降
せ
ざ

る
を
得
な
い
が
、
そ
れ
が
一
層
無
理
な
こ
と
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な

い
。

　
な
お
、
古
事
記
に
は
継
体
が
応
神
の
五
世
孫
と
あ
る
が
、
日
本
書
紀
に

は
応
神
五
世
孫
、
彦
主
人
王
の
子
と
あ
る
の
で
、
継
体
を
記
は
五
世
孫
、

紀
は
六
世
孫
と
し
た
も
の
と
考
え
、
こ
れ
を
慶
雲
三
年
の
改
制
と
関
連
さ

せ
、
記
は
令
制
に
よ
り
、
紀
は
格
制
に
よ
り
造
作
し
た
庵
の
と
す
る
説
も

あ
る
が
、
紀
は
継
体
が
応
神
の
五
世
孫
で
、
か
つ
彦
主
人
王
の
子
だ
と
い

っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
応
神
五
世
孫
で
あ
る
彦
主
人
王
の
子
と
い
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
は
紀
の
文
を
誤
解
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で

あ
る
。

　
以
上
、
記
紀
の
五
世
孫
の
伝
え
と
上
宮
記
に
引
く
系
譜
と
の
関
係
を
中

心
に
考
察
を
試
み
た
の
で
あ
る
が
、
継
体
を
応
神
五
世
孫
と
す
る
伝
え
を

疑
う
根
拠
は
そ
れ
程
確
か
な
も
の
と
も
思
わ
れ
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
上
宮
記
の
系
譜
を
信
じ
て
よ
い
か
ど
う
か
は
自
ら
別
問

題
で
あ
り
、
問
題
は
依
然
未
解
決
と
い
う
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が

ら
、
上
宮
記
が
記
紀
の
記
薯
を
補
強
す
べ
く
造
作
さ
れ
た
も
の
で
は
な
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く
、
記
紀
編
纂
以
前
（
さ
ら
に
は
編
纂
事
業
開
始
以
前
）
に
造
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
は
ほ
野
疑
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
今
後
の

問
題
は
上
宮
記
述
作
の
動
機
が
何
処
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま

た
上
宮
記
ど
い
う
名
で
、
聖
徳
太
子
関
係
の
記
事
だ
け
で
な
く
、
継
体
以

前
の
系
譜
ま
で
記
録
さ
れ
た
理
由
も
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

し
、
そ
の
上
で
継
体
天
皇
の
問
題
が
あ
ら
た
め
て
考
え
直
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
上
宮
記
に
関
し
て
は
ま
だ
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
問
題
が
残
っ
て
お
り
、
今
後
の
研
究
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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